
北本市立地適正化計画
パブリック・コメント手続意見結果概要

【資料２－１】

1



１．提出件数

2

〇令和７年１１月２７日（木）～１２月２６日

周知

〇１１月広報
〇市ホームページ
〇ライン配信

件数等

〇提出件数 ８件
〇提出者数 ４名
〇提出方法 持参１件、回答フォーム２件、ＦＡＸ１件

期間

意見による計画修正件数

〇２件



２．変更箇所について

№３ Ｐ１１３ ７－１評価指標の設定（４）効果指標の設定

【旧】

3

立地適正化計画

第六次北本市総合振興計画

上位計画である総合振興計画
との整合をどのように図って
いるのか。目標値の整合が取
れていない（意見）



２．変更箇所について

4

総合振興計画の土地利用構想図
を基に都市計画マスタープラン
の将来都市構造図を作成

都市計画マスタープランの「将来都市構造」をベー
スに、行政施設や福祉施設、商業施設等の都市機能
の状況や将来の人口密度等の分析結果を考慮し、計
画の核となる本市の目指すべき骨格構造を検討した

都市機能誘導区域・居住誘導区域
は骨格構造図を基に検討



２．変更箇所について

【旧】

5

目標値を変更

【新】



２．変更箇所について

№４ Ｐ４３ １－４立地適正化に関わる現況まとめと課題整理

【旧】

6

駐車場の記載に関し一貫性がない
（意見）

都市機能課題（立適） 公共交通誘導施策（立適）

駅前広場・駐車場の方針（都市マス）



２．変更箇所について

【新】

7

「需要に応じ」を追記

駐車場は交通結節点や公共交通施策上一定程度は必要
〇Ｐ４３は近隣市（桶川）と比べ空地の割合が高いことから課題として、
駐車場等の積極的な土地利用がなされていない場所があると記載

〇都市マスの駐車場の方針についても、駐車需要、駐輪需要に対応し行う
こととして記載
現在、立地適正化計画については、「需要に応じ」の記載がない

公共交通誘導施策（立適）
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